
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
五
号

令
和
六
年四

月
十
七
日

水　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則	

一

○
山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
（
令
和
六
年
山

梨
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
二
条
　
条
例
第
七
条
第
一
項
の
許
可
は
、
利
用
券
（
第
一
号
様
式
）
の
交
付
又
は
そ
の
内
容
を
記
録

し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
）
の
提
供
が
あ
っ
た
と
き
に
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
行
為
の
許
可
）

第
三
条
　
条
例
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
行
為
許
可
申
請
書
（
第
二
号
様

式
）
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
許
可
に
係
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日

の
十
四
日
前
ま
で
に
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

条
例
第
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
変
更
許
可
申

請
書
（
第
三
号
様
式
）
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
行
を
禁
止
す
る
時
間
帯
）

第
四
条
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
時
間
帯
は
、
午
後
四
時
か
ら
翌
日
午
前
三

時
ま
で
の
間
と
す
る
。

2　

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
（
以
下
「
登
下
山
道
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

（
山
梨
県
登
山
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条

各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
構
成
さ
れ
た
六
人
以
下
の
団
体
が

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
地
点
を
通
行
し
て
い
る
間
に
午
後
四
時
を
経
過
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
当

該
団
体
に
適
用
す
る
前
項
の
時
間
帯
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
地
点
の
通

行
を
終
了
し
た
時
刻
か
ら
翌
日
午
前
三
時
ま
で
の
間
と
す
る
。

（
通
行
を
禁
止
す
る
一
日
当
た
り
の
上
限
の
数
）

第
五
条
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
一
日
当
た
り
の
上
限
の
数
は
、
四
千
人
と

す
る
。

2　

登
下
山
道
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
で
構
成
さ
れ
た
六
人
以
下
の
団
体
が
条
例
第
十
一
条
第
一
項

の
地
点
を
通
行
す
る
こ
と
に
よ
り
四
千
人
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
上
限
の
数

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
千
人
に
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
る
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

（
通
行
を
禁
止
す
る
措
置
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
六
条
　
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
地
点
を
通
行
す
る
日
に
富
士
山
に
存
す
る
山
小
屋
に
宿
泊
し
、
又
は

宿
泊
を
予
定
し
て
い
る
者
（
書
面
の
提
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
宿
泊
し
、
又
は
宿
泊
を
予
定
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
）

二　

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
こ
れ
と
同
程
度
に
登
山
道
の
安
全
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
者
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の

（
使
用
料
の
還
付
）

第
七
条
　
条
例
第
十
三
条
た
だ
し
書
の
特
別
な
理
由
は
、
登
下
山
道
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
責

め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
登
下
山
道
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
と

し
、
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
使
用
料
の
額
は
、
使
用
料
の
全
額
と
す
る
。

2　

条
例
第
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
料
還

付
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
同
条
た
だ
し
書
の
特

別
の
理
由
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
使
用
料
の
免
除
）

第
八
条
　
条
例
第
十
四
条
の
特
別
な
理
由
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
し
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
使
用
料
の
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

二

一　

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者

（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
介
護
を
行
う
者
が
登
下
山
道
を
利
用
す
る

場
合　

使
用
料
の
全
額

二　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、

義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
を
除
く
。
）
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
児
童
又
は
生
徒
及
び
県
内
に
存
す
る
小
学
校

等
の
児
童
又
は
生
徒
の
引
率
者
が
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
活
動
と
し
て
登
下
山
道
を
利
用
す

る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
が
山
梨
県
富
士
山
に
お
け
る
登
山
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年

山
梨
県
条
例
第
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
登
山
者
の
責
務
を
遵
守
し
、
か
つ
、
富
士
登
山
の
た

め
の
安
全
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）　

使
用
料
の
全
額

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合　

使
用
料
の
う
ち
知
事
が

相
当
と
認
め
る
額

2　

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料

の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
障
害
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

を
、
そ
れ
ぞ
れ
知
事
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
免
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
料
免
除
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
当
該
申
請
書

の
提
出
を
不
要
と
認
め
て
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
補
則
）

第
九
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
下
山
道
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

三

 

 

第１号様式（第２条関係） 

Ｎｏ． 

利用券           
               
             切 
             取 
             線 
               
              

     

             円 

富士山吉田口県有登下山道  

               

Ｎｏ． 

 

 

  利用券 

 

 

 

 

                      円  

    富士山吉田口県有登下山道 

 

 

 

 

本券をもって領収書に代えます。 

本券の払戻し及び再発行はいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

注 寸法、デザイン等については、適宜変更して使用することができる。 

（
 

）
 

第1号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

四

 

 

第２号様式（第３条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

申請者住所             

ふりがな              

氏名             印  

生年月日     年  月  日  

（団体にあっては、主たる事務所の  

所在地及び名称並びに代表者の氏  

名及び生年月日） 

 

 

行為許可申請書 

 

  次の行為について、山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例第９条第１項の

規定により、許可を申請します。 

  

行為の内容  種類  条例第９条第１項第 号 
目的   

行為の方法   
行為の場所  吉田口五合目泉ヶ滝登山道・吉田口下山道 
行為の期間  年  月  日から    年  月  日まで 
備考   
□誓約等 
（誓約等をする場合

は、□にレ印を記入す

ること。） 

１ この申請による行為は、暴力団の利益となるものではあり

ません。 
２ この申請による行為が暴力団の利益となると認められた場

合、その許可が取り消されても、異存はありません。 
３ 私（団体である場合には、その役員を含む。）が暴力団・暴

力団員等（※）であるか否かについて警察当局へ情報照会を

行うこと及び警察当局から情報提供を受けることを承諾しま

す。 
※ 暴力団員等：暴力団員又は暴力団員でなくなった日から

５年を経過しない者 
注１ 「行為の場所」欄は、申請しようとする場所を○で囲むこと。 

２ 申請者が団体である場合は、その役員の役職名、住所、氏名（ふりがなを付す。）及 

び生年月日を記載した書類を添付すること。

第2号様式（第3条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

五

 

 

第３号様式（第３条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

申請者 住所 

氏名             印  

（団体にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

変更許可申請書 

 

    年  月  日付け山梨県指令  第  号で許可になった事項を次のとおり

変更したいので、山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例第９条第１項後段の

規定により、変更の許可を申請します。 

  

変更をしようとする事項 変更前 変更後 

  

変更の理由  
 

第3号様式（第3条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

六

 

 

第４号様式（第７条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

申請者 住所 

氏名             印  

（団体にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

使用料還付申請書 

 

  次の使用料について、山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例第１３条ただ

し書の規定により、その全部の還付を申請します。 

 

許可の年月日 年  月  日 

納付済使用料の額 円 

還付を受けようとする額 円 

申請の理由  
 

第4号様式（第7条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

七

 

 

第５号様式（第８条関係） 

年  月  日  

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

申請者 住所 

氏名             印  

（団体にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

使用料免除申請書 

 

次の使用料について、山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例第１４条の規

定により、その全部・一部の免除を申請します。 

  

利用しようとする日 年  月  日 

使用料の額（Ａ） 円 

免除を受けようとする額（Ｂ） 円 

納付する使用料の額（Ａ－Ｂ） 円 

申請の理由  

備考  

注 全部・一部のいずれかを○で囲むこと。 

第5号様式（第8条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
五
号
　
　
令
和
六
年
四
月
十
七
日

八

山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
」
を
「
知
事
政
策
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


